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資料1

地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局
の認定について
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地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定について

【主な要件】
• 関係機関との情報共有（入院時の持参薬情報の医療機関への提
供、退院時カンファレンスへの参加等）

• 夜間・休日の対応を含めた地域の調剤応需体制の構築・参加
• 地域包括ケアに関する研修を受けた薬剤師の配置
• 在宅医療への対応（麻薬調剤の対応等） 等

【主な要件】
• 関係機関との情報共有（専門医療機関との治療方針等の共有、
患者が利用する地域連携薬局等との服薬情報の共有等）

• 学会認定等の専門性が高い薬剤師の配置
●日本医療薬学会（地域薬学ケア専門薬剤師（がん））
●日本臨床腫瘍薬学会（外来がん治療専門薬剤師）

※2025年1月末時点で4,262件 ※2025年1月末時点で208件

※令和３年８月１日より認定制度開始

※認定期間１年間（地域連携薬局、専門医療機関連携薬局）



地域連携薬局数（全国）
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全数 ４,２６２（令和７年１月３１日時点）



専門医療機関連携薬局数（全国）
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全数 ２０８（令和７年１月３１日時点）



人口10万人あたり認定薬局数（地域連携薬局・専門医療機関連携薬局）
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地域連携薬局
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専門医療機関連携薬局

※算出方法：（認定数；2025年1月31日現在）／（人口；2023年10月1日現在）



市町別地域連携薬局数（県内）
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※認定件数：令和7年2月末時点（令和6年2月末時点）
※区域：地域医療構想における構想区域
※厚生労働省では、日常生活圏域（中学校区）ごとに少なくとも１つ以上の薬局が認定を得ることを目標としている。

区域 市町 区域 市町

桑名市 10 3 (3) 松阪市 11 7 (9)

いなべ市 4 1 (0) 多気町 2 0 (0)

木曽岬町 1 0 (0) 明和町 1 1 (1)

東員町 2 0 (0) 大台町 2 0 (0)

四日市市 22 6 (6) 大紀町 2 0 (0)

菰野町 2 1 (1) 伊勢市 10 6 (5)

朝日町 1 0 (0) 鳥羽市 4 0 (0)

川越町 1 0 (0) 志摩市 6 3 (3)

鈴鹿市 10 13 (14) 玉城町 1 1 (1)

亀山市 3 5 (5) 度会町 1 0 (0)

津 津市 20 20 13 13 (14) 南伊勢町 2 0 (0)

伊賀市 10 3 (2) 尾鷲市 2 0 (0)

名張市 5 3 (3) 紀北町 4 1 (1)

御浜町 3 1 (0)

紀宝町 2 0 (0)

熊野市 5 0 (0)

三重県 149 68 (68)
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専門医療機関連携薬局数（県内）
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※認定件数：令和7年2月末時点（令和6年2月末時点）
※厚生労働省では、二次医療圏ごとに少なくとも１つ以上の薬局が認定を得ることを目標としている。

二次
医療圏

構想区域
二次
医療圏

構想区域

桑員区域 0 (0)

鈴亀区域 0 (0)

津区域 2 (2)

伊賀区域 0 (0)
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令和６年度の取組状況と課題

１ 県民向けの取組

⚫ 県ホームページ※1に認定薬局制度の紹介や認定薬局リストを掲載

⚫ 「医療情報ネット（ナビイ）※2」において、認定薬局が検索可能となるよう整備

⚫ 「薬と健康の週間」等の機会を通じた広報の実施

２ 薬局向けの取組

⚫ 在宅医療に必要とされる薬剤師の専門スキルの習得・強化を目的とした各種研修会開催への支援
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取組状況

課 題

⚫ 地域連携薬局等の認定制度についてあまり認知されておらず、利用者にどのようなメリットがあるのか不明
確であり、また、薬局側に名称を使用（表示）できる以外のインセンティブがなく、認定制度が十分に活
用されていない。

⚫ 地域連携薬局について、厚生労働省の想定する日常生活圏域（中学校区）ごとに１薬局以上を満
たしていない地域が複数あるため、引き続き認定薬局数の確保を進める必要がある。

⚫ 専門医療機関連携薬局については、厚生労働省が想定する薬局数は満たしているものの、各二次医
療圏で１薬局以上という目標は満たしていないことから、不足地域での認定薬局の確保を進める必要が
ある。

※1：県HP「地域連携薬局および専門医療機関連携薬局について」（https://www.pref.mie.lg.jp/LIFE/HP/m0076100057.htm）
※2：厚生労働省が運営している、全国の医療機関・薬局を検索することができるシステム

（https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize）



9※第１回 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会（令和５年12月25日） 資料２

【薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会】
• 令和５年12月25日より計13回開催（継続中）
• 令和６年９月30日、「これまでの議論のまとめ」公表



10※厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会（令和6年10月3日） 資料3

地域連携薬局等
に求められる機能



11※厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会（令和6年10月3日） 資料3

➢ 「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」において、在宅医療における薬剤提供のあり方や離島・へき地等における
薬剤提供のあり方について引き続き議論されています。



12※厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会（令和6年10月3日） 資料3
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令和７年度の取組方針（案）

１ 県民向けの取組

⚫ 県ホームページにおける認定薬局制度の紹介及び認定薬局リスト掲載

⚫ 「薬と健康の週間」等の機会において、SNS等を活用した広報

⚫ その他、関連事業（医療・介護・健康増進事業等）における普及啓発

２ 県薬剤師会との連携

⚫ 認定取得に対する各薬局が抱える課題等の実態把握及び認定薬局数確保に向けた
取組の検討

３ 薬局向けの取組

⚫ 在宅医療に必要とされる薬剤師の専門スキル等の習得・強化を目的とした各種研修会
開催への支援

⚫ 認定取得における課題の整理及び薬局を対象とした研修会等の機会において、申請方
法等の情報提供
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